
仙
臺
藩
松
川
村
鈴
木
家
の
名
子
制
度

森

嘉

兵

衛

序近

世

に

残

留

し

だ

名

手

制

度

に

は

，

そ

の

成

因

に

依

っ

て

種

々

の

類

型

を

生

じ

だ

。

そ

の

最

も

古

い

類

型

は

郷

土

的

家

人

名

手

で

あ

る

。

仙

台

藩

東

磐

井

都

松

川

村

鈴

木

龍

玄

家

の

名

子

制

度

は

、

戦

国

末

端

。

近

世

初

期

に

成

立

し

、

明

治

初

期

迄

瘤

い

た

郷

士

的

家

人

名

手

制

で

あ

る

と

云

ば

れ

て

い

た

が

、

そ

の

構

造

は

未

だ

明

ら

か

に

さ

れ

て

い

な

か

っ

た

。

偶

と

唱

和

廿

二

年

鈴

木

家

の

好

意

に

依

っ

て

そ

の

古

文

書

ー

切

を

倍

質

す

る

機

合

を

得

た

の

で

、

初

ゆ

て

そ

の

全

貌

を

知

る

事

が

出

塞

ゲ

完

此

の

一

文

は

そ

の

概

要

で

あ

る

。

第

－

鈴

木

家

の

略

歴

・

鈴

木

豪

は

、

そ

の

豪

語

に

擦

れ

ば

奉

安

朝

末

期

に

は

紀

州

に

任

し

、

鈴

木

兵

庫

頭

政

則

の

時

、

瀬

義

家

の

家

臣

と

し

て

戦

功

が

あ

り

・

伊

豆

・

相

模

両

名

を

宛

行

は

れ

だ

と

耕

し

て

い

る

。

肝

が

胆

渾

部

白

山

柑

鈴

木

長

放

氏

所

蔵

文

書

中

㌦

伊

豆

國

鍛

鋼

誌

鈴

木

郷

相

模

國

欝

醐

㌫

吉

宗

氷

右

鵠

軍

功

之

賞

宛

行

者

也

仍

如

件

寛

泊

五

年

十

月

七

H

義

家

竃

印

鈴

木

兵

庫

頭

頂

と

有

り

、

此

の

文

書

は

攻

の

文

書

と

共

に

再

検

討

単

音

す

る

が

，

鈴

木

豪

の

系

譜

と

符

祝

し

て

い

る

。

其

の

後

保

元

元

年

の

準

牛

紛

争

の

際

、

鈴

木

伊

賀

守

が

輝

義

朝

に

礎

っ

て

戦

功

あ

り

，

恩

軍

を

受

け

て

い

る

と

樽

え

て

い

る

。

白

山

柑

鈴

木

文

書

聖

当

此

駐

於

源

平

両

家

之

前

軍

功

攻

璃

朝

勢

敗

軍

、

無

比

類

手

柄

之

山

清

盛

被

中

越

侯

健

，

義

朝

甚

感

性

之

至

供

、

依

之

伊

豆

國

之

内

三

千

町

・

滅

代

宛

行

者

也

、

仍

澄

状

如

件

保

元

元

年

七

月

十

三

日

義

朝

（

審

判

）

鈴

木

伊

勢

守

殿

と

有

り

、

甚

だ

康

は

し

い

文

書

で

あ

る

が

、

一

應

所

樽

の

証

と

し

て

挙

げ

て

お

く

。

其

後

藤

原

氏

滅

亡

後

鎌

倉

御

家

人

の

一

人

と

し

て

奥

羽

に

應

た

ら

し

く

、

吉

野

朝

甥

に

は

北

畠

姻

家

に

摩

っ

て

軍

功

あ

り

、

知

行

状

を

増

し

て

い

る

。

此

度

鴉

軍

功

之

質

元

良

郡

之

内

寄

津

村

・

入

江

村

・

打

立

付

．

南

洋

材

・

北

洋

材

・

小

田

村

・

小

泉

村

右

七

ケ

村

任

先

例

可

令

知

行

者

也

、

仍

鴉

後

日

之

耽

護

文

如

件

建

武

二

年

三

月

十

日

高

活

（

御

墨

印

）

鈴

木

内

匠

頭

殿

六

九



鈴
木
三
郎
着
荷
門
殿
 
 
 

此
の
探
堀
か
現
在
の
鈴
木
豪
の
任
す
る
併
で
あ
る
「
鈴
木
重
基
家
系
譜
」
に
依
 
 

れ
ば
、
董
基
は
三
郎
右
街
門
と
構
し
、
文
絃
の
初
噴
か
ら
此
の
松
川
村
に
任
し
．
 
 

地
方
の
有
力
者
と
な
つ
て
い
た
ら
し
く
、
文
鋒
三
年
豊
臣
秀
吉
が
金
山
公
有
政
策
 
 

を
と
つ
た
措
、
浅
野
長
政
に
命
じ
て
、
重
基
を
東
山
七
ケ
邑
の
金
山
管
坪
者
に
任
 
 

0
0
 
 

じ
て
い
る
。
天
正
廿
二
年
は
文
鎌
三
年
に
常
り
、
昆
政
は
九
戸
政
寛
の
杯
討
の
軍
 
 

監
と
し
て
南
部
に
在
り
、
此
の
系
譜
の
記
述
を
裏
書
し
て
い
る
。
 
 

山
方
事
大
畢
寧
姦
辱
部
研
究
年
報
第
二
巻
 

足
利
尊
氏
か
反
乱
し
て
京
都
を
侵
し
た
曜
は
、
腰
家
に
従
っ
て
五
畿
内
に
韓
戦
 
 

．
ユ
ノ
 
 

し
、
戦
功
に
依
っ
て
鹿
毛
五
頭
を
透
ら
れ
て
い
る
。
其
後
南
朝
衰
運
し
、
餞
司
と
 
 

何
 
共
に
室
山
に
範
壊
し
て
敗
退
し
、
冨
山
近
傍
に
隈
柄
し
て
し
ま
つ
た
。
戦
随
時
代
 
 

に
至
っ
て
、
天
正
十
一
年
兄
弟
三
人
流
浪
し
、
長
男
加
茂
右
衛
門
は
東
磐
井
郡
本
 
 

郷
村
熊
ケ
原
に
「
百
姓
目
地
を
速
講
．
大
畑
屋
綿
住
居
」
し
、
次
男
鈴
木
良
作
は
 
 

胆
渾
郡
六
日
入
相
東
山
に
住
み
、
三
男
留
右
衛
門
は
津
軽
に
流
れ
、
後
蜃
痙
疲
芋
 
 

と
定
つ
た
。
此
の
長
男
の
後
が
本
論
の
鈴
木
龍
玄
氏
の
租
尭
で
あ
り
、
次
男
鈴
木
 
 

良
作
の
手
鼻
が
、
後
に
下
胆
渾
郡
の
大
肝
入
を
務
め
、
眞
澄
と
親
交
の
あ
つ
た
長
雄
 
 

の
出
た
豪
で
あ
り
、
前
指
中
世
文
書
の
現
所
有
者
で
あ
る
。
天
正
十
六
年
二
男
の
 
 

良
作
は
葛
西
晴
信
に
屈
し
て
、
気
仙
邦
近
藤
法
師
を
破
り
、
功
に
依
っ
て
胆
澤
郡
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
回
 
 

申
野
村
に
於
て
三
千
苅
、
岩
井
都
田
河
津
村
に
於
て
二
千
苅
を
蓋
っ
て
い
る
。
加
 
 

茂
右
衛
門
の
手
盛
三
郎
右
衛
門
・
ば
天
正
二
十
二
年
伊
達
政
宗
に
厳
し
、
現
在
の
所
 
 

に
地
所
替
と
な
つ
て
い
る
 
 

鳥
畑
分
御
張
付
次
第
二
親
散
田
預
紀
供
、
山
屋
敷
共
に
可
箪
芯
之
候
、
 
 

0
0
 
 

地
操
堀
之
内
三
段
相
改
檻
侯
t
例
盛
後
目
之
如
作
 
 

天
正
廿
二
年
七
月
甘
口
 
 

7
 
 

0
 
 

芽
 
 
花
 
押
 
 

前
里
二
段
之
為
替
之
 
 

七
〇
 
 

此
山
重
準
か
現
在
の
鈴
大
龍
玄
の
先
組
で
あ
♭
、
天
正
未
年
に
は
既
に
松
川
村
 
 

に
居
住
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

僻
遠
の
蔓
甘
か
ら
流
れ
て
廃
た
鈴
木
は
最
初
葛
西
に
巌
し
、
そ
の
没
落
後
伊
達
 
 

に
琴
ひ
白
石
、
大
坂
の
陣
に
従
ひ
、
戦
功
に
依
っ
て
持
高
八
貫
七
育
十
七
文
を
素
 
 

年
貢
と
せ
ら
れ
．
金
山
大
肝
煎
を
勤
務
し
て
諸
費
を
免
ぜ
ら
れ
、
松
川
村
岩
の
下
 
 

（
現
住
所
）
に
土
着
し
、
碓
士
を
名
手
と
し
、
持
高
を
経
費
せ
し
め
、
常
に
武
器
 
 

9
 
 

を
備
へ
て
義
援
急
あ
れ
ば
馬
前
に
執
仕
す
る
農
兵
的
在
郷
の
豪
工
盲
†
l
ろ
㌢
 
 

詫
1
、
松
川
村
、
鈴
木
龍
玄
文
書
「
鈴
木
家
語
」
三
戟
 
 
 

2
、
3
、
4
、
白
山
材
、
鈴
木
長
雑
文
普
、
∵
圭
三
統
 
 

此
の
文
書
の
虞
旗
に
就
い
て
は
充
分
研
究
を
要
す
る
。
筆
者
ほ
そ
の
焉
し
を
見
た
が
、
 
 

義
家
、
義
朝
の
文
書
は
殊
に
問
題
で
あ
る
ひ
 
此
の
文
書
は
鈴
木
家
の
家
風
と
し
て
、
賀
 
 

正
月
の
l
定
の
H
に
開
く
だ
け
で
、
他
は
全
く
之
を
見
る
硬
骨
が
輿
へ
ら
れ
な
い
。
 
 

従
っ
て
今
迄
原
本
に
つ
い
て
考
諾
す
る
事
が
指
死
な
か
つ
た
の
で
、
立
で
は
系
譜
と
文
 
 

書
と
一
致
し
た
部
分
を
倖
承
と
し
て
記
述
す
る
に
止
め
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
 
 
 

5
、
前
掲
、
松
川
、
鈴
木
文
書
、
「
鈴
木
加
茂
右
椅
門
先
糾
記
」
四
鍍
 
 
 

6
、
白
山
、
鈴
木
文
書
 
五
読
 
 
 

7
、
稔
川
、
鈴
木
文
書
、
九
羞
、
此
の
文
書
が
龍
玄
家
文
書
の
最
古
の
文
書
で
あ
る
。
長
男
 
 

の
系
統
に
免
租
の
文
書
が
俸
は
ら
ず
、
二
男
の
系
統
に
樽
は
り
、
二
男
の
系
統
が
先
約
 
 

の
特
別
な
祀
り
を
行
う
習
慣
と
な
つ
て
い
る
こ
と
も
何
か
理
由
が
あ
る
こ
と
と
思
は
れ
 
 

る
が
、
今
明
ら
か
で
な
い
。
 
 
 

8
、
松
川
、
鈴
木
文
書
、
「
鈴
木
或
基
系
譜
」
一
節
、
「
元
締
年
中
万
留
帳
」
（
八
二
柴
）
に
 
 

「
先
約
白
石
大
坂
御
陣
之
鋤
御
馬
上
三
岡
罷
出
、
末
々
も
御
陣
等
之
時
分
馬
上
二
両
軸
 
 

奉
公
可
仕
由
、
先
年
中
上
侠
二
伸
、
篤
御
用
拾
持
高
八
貰
七
首
十
七
文
須
年
貢
二
被
召
 
 

上
候
御
書
付
、
慶
安
五
年
延
賛
四
年
両
度
二
被
下
置
候
」
 
 

と
見
え
．
】
三
㌍
文
書
に
、
 
 

東
山
之
内
松
川
村
岩
下
三
郎
有
衛
門
拝
高
田
畑
八
昔
五
官
九
十
八
丈
之
所
．
米
■
大
豆
 
 
 



は 鈴 此 に  

（3  

帳 る は 者 刊 程 の 支 臼］を 台 る る  

一 

▲ 

捻酉大 

・ 

此 改 ぢ で 資 本 っ 模 を は 務 仙 あ す  れ   



の
改
帳
の
一
部
を
例
示
す
る
に
 
 

一
砂
金
丁
匁
六
り
式
毛
 
 

此
 
内
 
 
 

一
 
八
分
三
り
一
毛
 
 

l
 
八
分
三
リ
ー
毛
 
 

（第一表）  東磐井郡松川村金山経費表  

本  列  か つ く  い ト フ缶  
署
事
大
畢
草
薮
畢
部
軒
先
年
報
第
二
巻
 
 

本判主惜別堀子  

松
 
 
川
 
 
村
 
 
二
 
 

久 融」描3！惣右衛門  3
 
 

7
 
 

惣
 
 

助
 
 
 

3
 
 

n
O
 
 

7
一
 
 3

 
 

次着欄門い662l2】太郎右衛司  3
 
 

7
 
 
 

7
 
 

廿
町
 
 

兵
 
 

孫
 
 
 

3
 
 

亡
レ
 
 

フ
 
 

3
 
 

八郎兵衛卜髄2ヲ 41次郎兵衛11378l2l孫 市  

31  助右衛門」1662  乎右衛門   1420」2i大炊之助  

藤太郎i1662  3ト欠兵衛  
伊
右
衛
門
子
長
坂
枯
き
わ
た
掘
り
 
 

助
 
右
 
衛
 
門
 
 

主
 
 

判
 
 

い
 
と
 
こ
 
同
所
 
 

藤
小
爪
綿
 
門
 
 

7
 
 

〔
′
 
 

郎
 
 
 

ヒ
 
 

孫
 
 

3
 
 

7
 
 
 

つ
一
 
 
 

つ
ん
 
 
 

長兵籍l2封り：2い禰左衛門  

7
 
 

邸
 
 

次
 
 

彦
 
 
 

5
 
 

■
 
 

8
 
 

7
 
 

3
 
 
 

助右衛門l1662貞 2】九  蔵  

孫  惣】1662l5  喜右衛門  3
 
 

助
 
 
 

2
 
 

■
 
 

7
8
 
3
 
 

7
 
 

7
 
 

日
J
 
 
n
「
■
 
 

衛
 
 

右
 
 

4
 
 

n
O
 
 
 

7
 
 
 

3
 
 

久三郎l1662！41清左椅門  

彦左衛門11662！51源泉衛門！1378l31暮五郎t 717  

太郎兵衛い662†2l正 二l137812い堵衛可 71中  

1662】4！孫 惣い378日五郎右衛呵 2  助左街門  
二∴≡ 

、  

1恒  輿兵衛11662l31彦右衛門l1378】3I助  市l7  

小石衛門】；662l31杢  竹ll142l3  計 18195l19  

小五郎  8
 
 

7
 
 

3
 
 

計
 
 
 

輿左衛門，1386！3J三  瑠  

（
中
略
）
 
 

一
砂
金
一
匁
三
分
七
厘
八
竜
 
 
 

比
 
内
 
 

一
六
分
八
り
八
毛
 
 

一
 
三
分
四
り
五
毛
卸
 
 

苛声＼刀い1ア73l4ヨ源着衛門i1378il  

惣 介j1813ま3蔓助走衛門l9ヰ1  

休左衛門lは均】】満三郎  

産着静門l1662】11 計  

清左衛門l1662ll  

筑  後l1703ll  
ll 

ミ宕」卜…．い・．1∴  計 l37832l62   
蔽
大
衡
門
む
こ
大
く
ら
屋
敷
 
 

惣
 
右
 
街
 
門
 
 

い
∵
主
 
 

か
 
つ
 
′
1
 
 
 

い
と
こ
‖
河
津
村
田
ノ
か
や
′
 
 

満
 
 
 

備考 本邦三十三枚、一枚二伸二匁一卜五り宛、内五リノ、卯時企、  

（磐井郡東山本剤御改帳、寛文二年）  



と
有
り
、
砂
金
二
匁
l
ト
五
り
に
勤
し
て
本
朝
匪
札
一
枚
の
割
合
で
内
亙
り
は
 
 

卯
時
金
で
ぁ
つ
た
。
之
聖
衣
示
す
る
に
、
（
節
〓
警
本
判
、
か
つ
く
い
、
水
春
 
 

ほ
壁
挙
が
襲
っ
て
い
る
。
太
・
刊
の
一
般
的
な
撃
琵
一
六
六
二
毛
で
三
三
三
毛
の
 
 

約
五
倍
、
「
か
√
∴
く
い
」
の
粉
云
二
三
七
八
竜
は
、
三
三
三
毛
の
四
倍
、
水
呑
の
税
 
 

轟
七
一
七
は
二
倍
に
近
い
。
従
っ
て
立
替
与
倍
数
で
は
㍍
い
が
三
三
三
毛
は
此
の
 
 

三
者
の
税
率
の
基
準
と
推
定
さ
れ
る
。
本
判
、
か
つ
く
い
、
水
谷
の
身
分
的
差
は
 
 

明
ら
か
で
な
い
が
、
何
れ
も
叩
単
深
見
は
兄
弟
、
親
類
同
志
で
小
規
模
の
経
営
に
碓
 
 

ひ
、
税
額
二
匁
一
卜
五
り
毎
に
一
枚
の
担
札
（
審
判
）
を
受
け
、
農
民
と
は
身
分
 
 

的
に
特
別
挨
と
な
り
、
本
朝
大
肝
煎
の
支
配
下
に
あ
つ
た
。
鈴
木
は
磐
井
部
下
七
 
 

ケ
村
の
本
別
大
肝
煎
で
あ
ろ
t
。
常
時
仙
台
滞
の
本
判
数
は
二
六
四
九
枚
隼
、
此
 
5
 
 

の
砂
金
税
額
五
、
六
九
五
匁
九
二
五
毛
で
あ
つ
た
ぺ
此
の
中
東
磐
井
が
最
高
で
一
 
 

一
二
〇
枚
、
二
〇
四
八
匁
の
租
叡
で
約
〇
・
凹
二
を
占
め
て
中
㌔
此
の
巾
鈴
木
 
 

6
 
 

は
一
望
ハ
枚
牛
、
税
攣
一
一
四
匁
九
七
五
毛
を
支
配
し
て
い
㌔
 
（
第
二
表
）
然
 
 

し
鈴
木
が
直
接
金
山
を
経
営
し
た
か
、
名
手
巾
に
経
費
者
が
あ
つ
た
か
、
金
山
支
 
 

仙
台
藩
松
川
村
鈴
木
家
の
名
子
制
寧
森
 
 

∴
 
三
分
四
万
五
毛
加
 
 

（
中
略
）
 
 

一
砂
金
七
分
一
座
七
毛
 
 
 

此
 
内
 
 

一
 
五
分
二
り
九
竜
 
 

一
九
厘
四
毛
 
 

一
 
九
厘
四
毛
 
 

五
郎
兵
衛
む
こ
三
饗
屋
し
き
 
 

太
 
郎
 
兵
 
衛
 
 

助
 
 

惣
 
 

水
 
 
希
 
 
主
 
 

相
 
川
村
門
前
や
 
し
き
 
 

久
 
 

妹
む
こ
金
円
村
よ
う
が
い
ノ
 
 

喜
 
右
 
街
 
 

赦
 
 

配
事
務
に
名
手
の
賦
役
を
利
川
し
た
か
否
か
ば
文
献
的
に
は
明
ら
か
で
な
い
。
多
 
 

少
経
費
し
、
利
用
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
 
 

詫
 
1
、
前
掲
、
鈴
木
或
基
家
系
譜
、
品
静
御
宵
酔
 
 
 

2
、
藤
澤
町
、
及
川
輿
惣
兵
衛
文
書
「
束
出
金
山
型
十
二
揆
記
録
」
に
「
支
線
元
年
ヨ
 
 

ヱ
一
年
迄
御
本
刑
余
被
召
上
供
、
同
三
年
二
大
初
枝
へ
御
役
金
召
上
條
二
伸
、
御
 
 

令
頭
対
日
之
部
位
追
付
江
御
上
使
御
下
向
被
成
置
候
 
御
名
老
犬
橋
入
寂
殿
．
西
 
 

村
左
馬
介
殿
、
蛤
江
碓
右
椅
門
殿
三
人
御
向
被
成
」
と
有
る
。
拙
稿
「
陸
奥
産
金
 
 

の
沿
革
」
吐
合
経
済
史
撃
第
六
各
節
五
輩
第
六
披
蓼
昭
…
 
 
 

3
、
前
掲
「
〓
n
“
替
御
古
紙
」
 
 

4
、
松
川
、
鈴
木
文
書
一
①
一
統
 
 

5
、
前
掲
 
三
四
翫
 
 

七
三
 
 
 

（第二表） 仙台藩金山税表  

租  亭縁  

′l：正二地  

2も・5l551975】45∃ 580  桃生郡  

1，296j  950重 1，025」12，560  本吉郡1603．05  

岩井郵束山ll120． 2，408l OOO】1，896L 30，400  

江刺都l4項 99【975箋 70≧，980  

牡鹿郡llO．書   21弓 500l161，200  

00ら」240喜，800；  登米郡I140．i  

蛸酎郡l180・毒 3苧7j oool  

気仙郡蔓 523・5ll，125l 525  

計】2649・55l57695l92可  
岬l  

備考 松川村鈴木文書 34匪  



岩
手
大
挙
畢
襲
撃
部
併
発
年
報
第
二
巻
 
 

6
、
前
掲
 
八
六
雛
 
 

第
三
 
名
 
手
 
制
 
慶
 
 

ィ、  

一  

一
名
子
制
度
の
成
立
 
 
 

鈴
木
家
は
中
世
以
凍
の
豪
族
で
ぁ
り
、
戦
囲
障
代
に
此
地
に
凍
り
葛
西
に
属
し
 
 

て
、
卒
常
は
耕
地
を
家
臣
に
経
常
さ
せ
、
一
旦
緩
急
あ
れ
ば
家
臣
・
曾
碓
へ
て
出
陣
 
 

す
る
武
士
で
あ
つ
た
。
葛
西
段
落
後
伊
達
家
に
厳
し
、
白
石
、
釜
石
、
大
坂
陣
に
 
 

堤
か
、
仙
台
藩
政
確
立
後
は
、
土
着
し
て
郷
士
と
打
で
り
、
慶
長
九
年
に
は
持
高
五
 
 

賞
車
日
六
十
文
に
勤
し
て
納
税
義
務
を
寅
ふ
て
居
た
が
、
戦
功
並
に
 

急
あ
れ
ば
「
馬
上
に
て
出
陣
」
す
る
者
と
し
て
持
串
八
貰
玉
石
尤
十
八
文
の
和
雄
 
 

を
免
除
せ
ら
れ
た
。
之
に
依
っ
て
家
臣
を
名
手
と
し
て
扶
養
し
、
武
具
を
常
備
し
 
 

て
緩
急
に
備
へ
た
。
Z
等
の
名
手
が
如
何
な
る
事
由
に
依
っ
て
玉
楼
絹
係
と
な
つ
 
 

た
か
は
成
立
菖
事
の
文
献
か
な
い
。
 
 

拘
 
 
僅
か
に
明
清
三
年
の
名
子
濁
立
紛
争
文
書
中
に
、
 
 
 

「
抑
私
高
租
鈴
木
三
郎
重
染
並
中
糾
同
苗
三
郎
右
術
門
韮
基
儀
、
聯
徳
行
之
、
道
三
志
シ
、
塞
 
 
 

菅
斯
二
極
り
藩
呑
二
樽
俺
様
之
老
兄
二
不
忽
、
自
ラ
衣
ヲ
解
両
塞
ヲ
凌
カ
セ
飯
ヲ
分
テ
飢
ヲ
 
 
 

免
カ
ラ
シ
メ
、
終
ニ
ハ
田
畑
迄
モ
宜
キ
ニ
随
貸
輿
二
生
活
盛
仕
、
窮
民
憐
他
ス
ル
事
子
ノ
如
 
0
0
 
 
ク
ニ
解
放
、
世
人
呼
而
此
飢
塞
免
カ
ル
者
ヲ
鈴
木
ノ
名
子
卜
稀
シ
、
父
親
雉
睡
ル
者
救
難
子
 
 
 

共
唱
爽
鹿
由
二
御
座
候
虚
、
走
力
子
孫
グ
ル
者
愛
憐
ヲ
加
エ
テ
純
先
J
志
ヲ
鰐
、
頓
二
放
逐
 
 
 

ス
ル
ニ
不
払
、
尤
往
々
糾
先
之
併
悠
二
倣
エ
ル
老
モ
御
座
候
、
依
之
窮
民
共
モ
又
薪
水
之
芽
 
 
 

ヲ
以
代
々
之
高
層
二
謝
セ
ン
ト
仕
供
′
、
、
、
、
素
ヨ
り
主
役
ノ
名
ア
ル
ニ
非
ッ
、
唯
食
客
或
ハ
 
 
 

厄
介
ノ
親
類
二
等
シ
ク
、
人
別
モ
私
儀
一
家
二
編
入
巳
二
今
日
三
相
至
り
候
（
下
略
）
」
 
 

㈱
 
と
云
．
っ
て
居
る
。
又
此
の
時
の
名
子
の
詫
状
中
に
も
、
 
 
 

「
私
共
儀
先
細
何
も
不
遅
不
幸
に
し
て
流
浪
の
後
に
鴇
成
、
興
菅
又
迫
り
、
最
早
一
身
を
寄
 
 

七
四
 
 

候
場
所
も
無
之
折
柄
．
御
先
約
様
方
御
厚
情
の
御
者
を
蒙
り
、
御
屋
敷
之
内
江
住
宅
等
も
御
 
 
 

普
請
相
成
下
、
其
上
潮
迄
も
ー
家
相
緯
之
粕
立
條
程
つ
ゝ
夫
々
貸
渡
被
成
下
侯
爵
、
己
凍
古
 
 
 

き
ハ
五
六
百
年
近
ハ
武
官
年
余
之
御
厚
恩
を
受
今
日
に
鼎
至
侠
（
下
略
）
j
 
 

と
云
ひ
、
所
謂
漑
曾
的
教
組
名
子
の
あ
つ
た
事
が
知
ら
れ
る
。
文
事
保
十
一
年
の
 
 

4
 
書
上
に
依
れ
ば
、
 
 
 

「
拙
者
名
子
散
人
数
百
六
十
四
人
御
座
候
庭
、
佑
父
従
弟
杯
二
両
内
々
ハ
牛
久
敷
別
家
二
罷
 
 
 

森
、
御
帳
面
ニ
ハ
鞘
者
一
家
内
相
附
申
候
故
．
出
城
其
外
温
風
仕
條
問
可
罷
成
侠
儀
二
御
座
 
 
 

候
ハ
、
、
別
家
二
居
中
供
者
之
分
売
之
通
、
常
御
改
オ
一
家
内
胡
除
面
々
名
子
と
附
摘
申
様
 
 
 

被
成
下
鹿
秦
存
供
（
下
略
）
」
 
 

（
屠
三
表
し
ー
 
 

享
保
十
一
年
名
手
新
分
家
調
 
 と

云
ひ
、
名
子
中
か
ら
新
に
十
戸
 
 

（
家
族
数
囚
十
一
人
）
の
名
手
分
 
 

家
を
出
し
て
い
る
〕
文
化
十
一
年
 
 

の
線
名
手
数
三
十
戸
、
家
族
育
六
 
 

十
人
（
天
保
十
一
年
の
名
子
数
百
 
 

何
 
 

六
十
二
人
か
ら
推
定
）
前
後
と
推
 
 

定
さ
れ
る
。
査
っ
て
享
保
十
一
年
 
 

か
ら
文
化
十
一
年
迄
名
手
組
数
に
 
 

壁
化
打
で
く
、
戸
数
も
大
体
同
様
と
 
 

す
れ
ば
享
保
十
一
年
に
十
戸
新
名
 
 

子
を
出
し
た
障
惣
名
手
戸
数
は
故
 
 

に
三
十
戸
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
 
 

と
推
定
さ
れ
る
。
従
っ
て
享
保
十
 
 

年
に
は
名
手
戸
数
二
十
戸
あ
り
。
 
 
 



川
 
至
ハ
十
人
か
ら
二
百
人
前
後
の
豪
族
で
、
声
怠
り
八
！
十
人
内
外
の
も
の
が
十
 
三
十
二
戸
と
な
う
、
そ
の
檜
加
は
讐
・
た
る
も
の
で
あ
つ
た
。
即
ち
鈴
木
の
名
子
 
 

一
年
以
後
は
五
人
前
後
の
小
家
族
と
甘
㌔
2
が
天
保
噴
迄
動
か
へ
こ
併
を
見
る
 
は
戦
国
障
柁
以
魔
の
碓
ぺ
豪
族
、
救
悦
等
に
依
る
名
手
の
混
合
に
て
、
享
保
頃
 
 

と
、
享
保
以
後
の
名
子
教
は
固
定
し
た
感
が
あ
る
。
（
第
囲
表
）
文
化
十
年
に
 
 

「
拙
者
等
名
手
人
頭
三
十
軒
扶
助
罷
在
候
庭
、
右
名
子
家
内
之
内
叔
父
、
魔
弟
等
 
 

別
家
に
住
居
仕
候
分
御
座
候
虞
、
此
度
御
改
正
二
付
、
右
鉢
之
義
吟
味
杜
侯
使
楼
 
 

被
御
渡
候
l
塑
是
迄
卸
帳
面
江
家
内
一
産
居
候
而
も
、
別
家
三
翫
在
候
分
は
名
子
 
、
6
 
 

人
頭
被
倍
下
模
様
被
成
下
度
」
と
願
出
て
、
無
高
で
新
名
手
を
偲
し
て
呈
。
天
 
 

保
十
一
・
年
の
名
子
戸
数
三
十
戸
人
数
百
六
十
六
人
、
内
高
十
五
文
持
一
戸
と
あ
る
 
 

か
射
、
文
化
の
改
正
に
も
戸
数
に
檜
減
は
な
く
、
畢
に
名
手
三
十
戸
が
各
部
表
名
 
 
 
 
7
 
 
 
 
8
 
 

子
と
な
つ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
之
が
明
治
三
年
に
は
三
三
戸
、
同
十
五
年
に
 
 

仙
台
藩
松
川
村
鈴
木
家
の
名
手
制
度
 
〔
森
）
 
 

（第四表） 鈴木家名子持高愛遷表  

年 代i持高⊆ 稔 恒子数悸姦L聖竺   

慶長九可  5講 有1 －t －llC 
元和附l8，695l〝i－i－ト1   

寛永元年い0，695ト〝 －j」一ご   

〝五年l8呵 32切i－i－い1   

〝六可8，？95i4ア切j ←】一一と 2ニ   

〝十主牛l 
8西京錦4≡弘  一l－－い己   

ヶニ十年l8，ん95ト53切lて一 一一ll与   
慶安帥l8）794l〝 

l－l一隻 ▲ゝ警   

〝五可画素鞘 ITL二∃＿ご   

寛文二牛仁8，7731〝 l－1⊥空   ‾ 

靂蒜「可「1丁二‡一一llO！   

元締十三去辛18カト〝 12念l一仁 

●   

盲蒜可1頃191〝 岳200l「二き「完   
れ捉十一年仁  

一一i 

〝！164i－l4～   

〝十二年】 
－‡ 

〝l163i二」ヱ   

文化卜年上 ∵一Ⅰ〝 
！一l30lヱ   

蒜二卜年い0可 〝 い62l30ぎ 8E   

明治三年tlO，可 〝ll可31l87   
明断  一一  一一i－－l32トー   

備考 素年貢とは一貫文二伸三切牛宛、普通年式   

′約三分ノーの低率   

●  

を
行
ひ
、
余
剰
労
働
力
は
賦
役
と
し
て
名
手
主
砲
の
経
常
に
蕾
て
、
山
林
原
野
の
 
 
 

管
理
、
金
出
経
鎗
に
利
用
さ
れ
た
。
 
 

詫
1
、
「
（
前
略
）
抑
者
先
約
白
石
、
釜
石
、
大
坂
御
陣
の
時
馬
上
に
何
機
出
御
奉
公
仕
條
、
 
 

拙
者
儀
も
御
障
等
も
御
座
候
は
ゞ
、
先
糾
二
不
相
静
馬
上
に
両
罷
印
御
奉
公
可
仕
由
申
 
 

0
0
0
 
 

上
候
二
伸
、
持
高
八
〆
七
官
七
十
三
文
之
餅
頚
年
式
小
役
計
被
召
上
、
米
大
豆
御
免
被
 
 

成
置
候
（
下
略
）
寛
文
二
牛
」
二
四
既
 
 

「
素
年
式
と
は
、
面
相
と
も
少
額
の
年
式
を
金
納
し
、
高
懸
講
役
を
悉
く
免
除
せ
ら
る
 
 

ゝ
も
の
を
云
ふ
、
奮
藩
主
に
由
緒
又
は
功
労
あ
る
観
の
所
有
地
は
、
概
ね
素
年
貢
と
な
 
 

し
て
之
を
優
遇
し
、
叉
毎
年
水
草
あ
る
土
地
の
如
き
も
、
此
法
を
用
ひ
、
以
て
其
負
轄
 
 

七
五
 
 
 

に
は
組
数
百
六
十
人
前
後
と
な
り
、
鈴
木
の
 
 

農
地
、
ぎ
経
費
し
て
生
計
を
立
て
～
い
た
。
鈴
 
 

木
が
約
十
貫
文
（
八
町
歩
）
の
′
耕
地
を
百
六
 
 

十
人
に
余
る
名
子
に
依
っ
て
経
費
せ
し
め
た
 
 

の
は
、
鈴
木
が
一
旦
緩
急
あ
れ
ば
兵
と
し
て
 
 

出
陣
す
る
土
着
武
士
で
あ
り
、
そ
の
下
土
を
 
 

扶
養
し
て
置
く
必
要
が
ぁ
つ
た
焉
で
あ
り
、
 
 

且
つ
之
が
可
能
で
あ
つ
た
Ⅵ
′
は
、
そ
の
耕
地
 
 

が
本
税
の
約
三
分
の
一
の
低
和
地
で
あ
る
事
 
 

に
原
因
し
て
い
た
。
名
手
は
大
体
一
戸
苦
り
 
 

二
十
文
の
名
手
地
を
輿
へ
ら
れ
、
廣
大
な
山
 
 

林
原
野
を
利
用
し
て
自
給
型
役
畜
農
業
経
営
 
 



岩
手
大
挙
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研
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を
寛
ふ
せ
し
な
り
」
と
「
仙
台
藩
租
税
要
略
」
ほ
説
明
し
て
い
る
、
素
年
巽
ほ
二
貫
文
 
 

に
骨
五
切
が
原
則
で
あ
つ
た
1
本
‖
の
通
常
年
責
は
八
十
文
に
対
し
て
光
一
石
で
あ
る
 
 

か
ら
、
高
一
貰
文
地
で
本
棟
十
三
右
元
斗
で
あ
る
。
∵
石
二
切
の
相
場
と
し
て
も
四
癖
 
 

字
で
あ
る
か
ら
素
年
表
は
三
分
の
一
位
に
し
か
常
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
素
年
 
 

式
地
と
し
て
減
税
し
た
分
だ
け
多
く
の
名
子
の
扶
助
が
可
能
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
 
 

「
仙
台
藩
観
稔
要
略
」
巻
二
、
五
入
頁
、
六
〇
頁
 
 

2
、
－
9
迄
の
託
は
松
川
、
村
鈴
木
文
筆
 
五
八
、
五
四
、
凹
九
、
五
〇
、
八
八
、
五
二
、
 
 

八
八
、
八
七
、
九
二
錬
 
 

〓
 
名
手
の
穏
∵
立
 
 

l
 
明
清
三
年
の
名
子
身
分
解
放
紛
軍
 
 
 

明
清
新
政
府
の
階
級
打
破
並
に
地
租
改
正
は
、
鈴
木
家
の
如
く
免
租
の
戦
功
並
 
 

に
軍
事
勤
務
に
依
っ
て
偲
年
貢
を
納
め
多
数
の
名
手
を
使
役
し
た
者
に
と
ハ
て
は
 
 

重
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
事
と
な
つ
た
。
 
 
 

鈴
木
は
之
に
勤
し
て
組
先
の
功
績
を
運
べ
、
素
年
貢
の
山
凍
を
設
き
、
名
手
二
 
 

十
二
戸
を
扶
養
す
る
焉
に
素
年
貢
の
特
樺
を
認
容
せ
ら
れ
ん
事
を
申
請
し
た
。
い
 
 
 

「
（
前
略
）
御
素
年
貢
之
儀
ハ
、
前
国
主
枝
コ
リ
頂
戴
仕
條
師
．
以
後
空
望
御
租
稔
被
召
上
 
 

彗
両
ハ
、
内
之
者
声
望
石
像
人
数
二
百
人
僚
是
篭
之
通
扶
助
細
粒
可
残
任
掻
無
御
座
泰
 
 
 

存
候
、
共
晶
ハ
持
高
八
貰
七
官
十
七
文
二
御
座
候
併
、
私
一
人
ニ
テ
析
務
仕
義
軸
御
座
、
少
 
 
 

々
ッ
へ
各
々
配
分
仕
永
散
田
卜
名
付
、
刑
之
租
税
ヲ
以
新
森
應
致
御
年
貢
上
納
任
侠
・
僚
分
 
 
 

ヲ
以
私
儀
モ
掲
々
相
続
仕
居
候
肝
、
以
後
甲
高
並
二
被
召
上
條
儀
ニ
テ
ハ
是
迄
ノ
通
租
稔
相
 
 
 

晃
可
中
検
知
御
座
候
、
充
棟
ハ
財
散
民
衆
民
財
衆
民
放
之
道
理
二
御
座
候
間
 
決
面
心
服
仕
 
 
 

間
数
．
乍
去
串
仲
條
儀
ヲ
違
背
被
致
僚
両
ハ
私
儀
相
続
可
仕
棟
無
御
座
、
其
位
難
措
置
如
嫁
 
 
 

モ
永
之
暇
指
遣
候
外
麺
御
座
（
中
略
）
御
悌
慈
之
御
吟
味
ヲ
以
是
迄
之
通
御
素
年
式
被
成
 
 
 

下
、
武
官
人
倫
之
者
卜
共
滑
々
モ
相
続
仕
候
碇
被
成
下
鹿
泰
歎
願
侯
（
下
略
）
明
哲
二
牢
正
 
 

七
六
 
 

月
」
 
 

之
に
依
っ
て
三
年
に
は
「
従
前
素
年
貢
と
唱
候
分
ハ
金
一
歩
二
米
二
斗
六
割
テ
 
 

以
石
納
可
致
御
縦
走
」
と
な
つ
た
が
、
四
年
に
は
再
び
「
一
統
銘
ハ
被
相
囁
六
斗
 
 

拘
 
之
御
趣
意
之
山
反
別
割
テ
以
御
租
税
被
召
上
」
事
と
な
り
三
倍
の
租
税
と
な
つ
た
 
 

の
で
之
を
減
免
せ
ら
る
べ
く
運
動
し
た
軒
成
功
し
な
か
つ
た
。
租
税
の
高
儀
は
常
 
 

戯
名
手
の
蛋
担
を
檜
加
す
る
事
と
号
つ
た
か
ら
、
名
子
は
新
時
代
の
桟
道
に
爽
じ
 
 

て
名
乎
の
身
分
解
放
を
熱
望
し
、
種
々
の
剖
策
が
行
は
れ
た
。
胆
渾
願
は
名
手
の
 
 

身
分
を
給
し
て
普
通
百
姓
と
す
る
方
計
で
あ
つ
た
が
、
鈴
木
は
反
封
の
訴
願
を
出
 
 
 
 
川
 
 

し
て
日
く
。
 
 

乍
恐
書
附
ヲ
以
奉
歎
頗
侠
 
 
 

私
儀
先
祖
ヨ
リ
扶
助
仕
膚
棟
内
之
藩
人
数
一
一
首
人
倫
戸
数
三
十
軒
二
御
塵
候
虚
、
人
別
之
儀
 
 
 

ハ
堅
氷
内
之
後
二
名
子
卜
中
名
臼
ニ
テ
引
絞
一
軒
毎
御
者
調
罷
成
供
虚
、
今
般
周
一
新
二
付
 
 
 

人
別
戸
籍
瞑
御
改
革
二
伸
、
有
名
子
名
目
モ
被
瀾
療
御
宵
姓
一
頭
可
相
招
由
被
御
渡
趣
奉
承
 
 
 

知
候
盛
、
有
名
子
之
儀
ハ
外
持
高
等
モ
一
回
所
持
不
仕
候
間
、
私
持
高
奮
翻
案
年
式
地
周
畑
 
 
 

共
各
々
少
々
ッ
、
配
分
仕
、
安
散
田
卜
名
付
－
世
間
並
合
之
三
ケ
一
位
之
見
詰
ヲ
以
篤
作
檻
 
 
 

候
二
伸
、
滑
々
モ
相
続
仕
倍
帳
析
、
今
般
御
百
姓
人
頭
二
罷
成
義
ニ
テ
ハ
、
内
之
者
ト
ハ
別
 
 
 

段
之
義
醗
悶
、
只
今
迄
之
通
租
稔
相
寛
可
申
棟
無
御
姥
、
且
唐
衣
之
格
言
内
之
者
二
伸
私
屋
 
 
 

敷
国
之
内
何
分
事
過
之
排
夫
々
指
筐
中
條
程
共
、
以
後
御
甘
姓
人
頭
二
罷
広
義
ご
テ
ハ
、
屋
 
 
 

敷
圃
之
内
杯
ニ
ハ
指
定
可
申
様
無
御
座
、
依
テ
右
之
者
共
召
呼
此
度
御
内
意
之
趣
鴇
申
開
條
 
 
 

併
、
人
頭
二
御
出
被
成
下
棟
義
冥
加
至
極
難
有
御
趣
意
木
承
知
供
得
共
、
私
共
義
‖
畑
紆
高
 
 
 

モ
ー
同
所
持
不
仕
、
‖
ハ
今
迄
奮
御
裏
年
天
地
安
散
Ⅲ
等
被
立
下
條
肝
、
以
後
並
散
田
被
成
下
 
 
 

條
ニ
テ
ハ
無
接
、
尤
指
常
居
屋
敷
尊
モ
僚
分
注
相
移
條
義
ハ
勿
論
之
儀
、
今
日
之
露
命
ス
ラ
 
 
 

滑
々
利
槙
仕
居
解
析
、
此
上
軍
家
等
迄
飴
分
二
相
棒
候
儀
ハ
如
何
棟
被
如
付
候
共
及
乗
、
誠
 
 
 

以
触
…
擾
次
第
只
々
歎
顔
中
硝
子
御
座
候
問
、
御
百
姓
人
頭
之
義
如
何
撮
ニ
カ
御
免
被
成
、
私
 
 
 

下
家
内
ト
カ
被
成
下
鹿
、
於
私
モ
春
歌
願
供
、
如
願
被
成
下
礫
ハ
、
唐
屋
敷
モ
其
櫨
措
置
可
 
 
 



際
浮
腹
掛
役
所
 
 
 

即
ち
名
手
は
普
通
の
百
姓
に
な
る
事
は
止
む
を
得
な
い
が
、
名
手
で
あ
る
か
ら
 
 

哀
歌
内
に
家
を
貸
し
て
住
ま
せ
、
地
相
も
普
通
の
主
分
の
一
で
耕
作
さ
せ
て
居
た
 
 

の
で
あ
る
か
ら
、
百
姓
人
頭
と
な
る
に
は
耕
地
も
普
通
通
旦
二
倍
の
年
貢
と
し
、
 
 

家
も
立
退
を
命
す
る
と
云
う
の
で
、
名
子
も
止
む
な
く
碓
凍
通
り
に
旺
盛
入
り
と
 
 

㈲
 
な
つ
た
。
 
 乍

恐
書
付
ヲ
以
素
数
願
候
 
 
 

私
典
儀
免
租
何
も
不
運
不
幸
に
し
て
流
浪
の
徒
に
罷
成
、
散
封
二
迫
り
最
早
一
身
を
寄
候
場
 
 
 

蹄
も
無
之
折
柄
、
御
先
約
線
分
御
厚
情
の
御
意
を
蒙
り
御
局
数
之
内
江
住
宅
等
も
御
普
請
禎
 
 
 

成
下
、
其
上
関
畑
迄
も
一
家
相
綾
之
相
立
俄
程
つ
ゝ
夫
々
御
貸
涯
破
戒
下
條
オ
己
来
、
古
き
 
 
 

ハ
五
六
百
年
近
ハ
武
官
年
俊
之
御
厚
恩
を
受
今
日
二
相
室
侠
塵
．
御
代
々
棟
御
草
道
厘
療
虎
 
 
 

春
候
上
は
御
先
縦
線
之
榊
志
を
被
篤
終
、
私
共
粕
緯
二
常
惑
吏
二
路
頭
三
遷
ふ
を
御
憐
察
聯
 
 
 

之
御
年
式
被
召
上
、
御
厚
恩
に
依
面
引
綺
罷
在
候
鹿
、
此
度
御
一
新
人
別
瞑
御
改
正
二
伸
再
 
 
 

ほ
、
私
北
ハ
ニ
至
る
迄
鹿
有
も
恐
多
く
も
大
口
を
棄
却
上
心
地
仕
、
尤
名
々
莱
を
符
候
枝
相
腱
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

之
田
畑
も
御
割
渡
二
罷
成
傾
御
儀
之
誠
以
謀
有
奉
存
僚
待
井
，
右
棟
罷
成
膜
面
は
只
今
迄
御
 
 

ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
、
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
、
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
 

貸
渡
之
田
畑
も
直
に
返
上
住
居
之
家
屋
敷
も
思
召
次
第
立
退
不
串
棟
而
は
不
叶
筋
二
御
座
 
 

ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
、
、
、
、
 
1
 
1
 
1
 
、
、
、
、
、
 
 
、
、
、
、
、
、
、
、
－
、
、
、
、
、
、
、
 
 
供
、
昨
年
来
御
素
年
式
も
芋
常
と
被
馬
成
、
世
間
並
合
之
御
年
貢
御
上
納
被
遊
侠
上
は
、
私
 
 

ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
1
 
1
 
1
 
1
 
、
、
 
、
、
、
、
、
 
、
、
、
 
 
、
、
、
、
、
、
、
、
－
、
、
、
 
 
 

共
こ
お
ゐ
て
も
其
隆
昌
由
可
仕
之
紡
毛
頭
無
御
座
、
何
も
心
痛
無
援
仕
合
罷
春
候
、
乍
恐
此
 
 
 

上
御
仁
恕
之
御
淑
計
ヲ
以
、
又
々
御
厚
恩
を
蒙
條
と
か
可
然
御
異
慮
を
以
御
都
合
宜
粕
立
供
 
 
 

上
、
是
迄
之
通
御
戸
籍
二
御
入
被
成
下
、
御
吟
味
罷
成
間
数
哉
、
如
何
棟
勘
耕
仕
備
共
進
退
 
 
 

是
二
解
り
條
次
第
ニ
、
同
列
之
者
何
も
評
議
仕
條
、
如
此
発
歎
麒
候
以
上
 
 

頗
人
 
名
子
 
 

仙
台
藩
松
川
村
鈴
木
家
の
名
子
制
度
 
森
 
 

申
．
尤
安
散
田
モ
〓
ハ
今
迄
之
通
立
付
濯
可
串
、
差
餞
ハ
、
右
内
之
者
呉
港
迄
之
通
滑
々
モ
相
 
 

緯
可
罷
成
と
奉
存
候
間
、
■
如
頗
被
成
下
鹿
如
新
案
欺
願
條
以
上
 
 

明
津
三
年
六
月
 
 

束
磐
井
都
東
叫
松
由
柑
 
 

純
 
 

輔
 
⑳
 
 

ハ 

外
 
 
三
 
十
名
 
 

純
 
櫛
 
様
 
 
 

然
し
名
手
の
中
に
は
之
を
承
服
せ
す
、
称
何
か
に
胆
浮
腰
廉
に
空
軍
官
金
て
名
子
 
 

の
身
分
解
放
と
共
に
、
屋
敷
、
耕
地
の
廃
有
樺
を
も
確
保
し
L
よ
う
と
し
、
山
伏
管
 
」
り
 
 

野
典
購
に
安
城
し
、
粉
川
寺
住
職
、
肝
入
等
の
斡
旋
に
依
っ
て
種
々
劃
策
を
し
㌢
 
 

然
し
鈴
木
の
家
計
は
昔
日
の
比
で
は
な
く
、
 

に
貞
っ
て
お
り
、
今
名
享
解
放
に
依
．
っ
て
更
に
三
貫
文
を
失
う
事
は
忍
び
得
な
い
 
 

併
で
あ
つ
た
か
ら
．
事
件
は
好
韓
せ
す
、
腿
渾
願
年
初
奨
に
依
っ
て
再
び
名
手
の
 
」
 
 

屈
服
を
余
儀
な
く
さ
れ
ト
叫
α
 
 
 

「
私
共
奮
主
人
御
先
親
身
数
百
牢
之
間
憐
他
用
受
一
家
二
編
入
罷
成
屠
場
鹿
、
今
般
御
一
新
 
 
 

二
付
本
籍
被
成
下
、
其
上
屋
敷
地
義
夫
々
聾
地
等
二
御
吟
味
も
被
成
下
、
田
畑
之
義
ハ
昨
年
 
 
 

甲
高
二
被
篤
成
候
二
伸
、
御
租
稔
之
義
ハ
御
吟
味
之
上
横
軸
定
蓋
ヲ
以
被
貸
下
、
誠
二
以
難
 
 
 

有
仕
合
奏
存
礫
鹿
、
右
之
御
恩
渾
ヲ
モ
不
猟
此
上
靴
畑
並
谷
亀
山
唐
衣
敷
迄
〓
千
貰
受
、
私
 
 
 

共
特
高
二
被
成
下
虔
段
三
十
一
人
連
判
ヲ
以
御
嫁
御
役
所
迄
拇
囁
仕
侠
虔
 
御
上
床
之
御
教
 
 
 

諭
奉
蒙
上
、
只
今
迄
心
得
達
を
以
右
綴
喜
主
人
二
赦
封
仕
侠
義
⊥
一
徹
心
魂
勘
排
仕
、
先
非
後
 
 
 

悔
上
京
可
中
上
様
舞
御
座
奉
恐
人
傑
問
、
向
後
之
義
ハ
静
尊
顔
主
人
之
恩
讐
一
連
義
仕
間
 
 
 

数
、
是
迄
オ
も
厚
勤
上
可
申
．
尤
御
租
税
之
義
明
日
中
託
鹿
骨
猪
可
中
上
、
此
匿
無
説
法
之
 
 
 

段
御
拾
免
相
成
伐
棟
蔑
桑
こ
も
御
詑
竣
成
下
鹿
、
依
両
三
十
一
人
連
判
ヲ
以
同
書
二
幸
煩
上
 
 
 

候
己
上
 
 

松
 
川
 
蓮
 
潮
 
毀
 
 

鈴
木
は
一
應
之
を
拒
否
し
た
が
、
名
手
等
い
滞
納
に
窮
し
ー
胆
澤
願
の
勧
奨
を
 
 

明
治
三
年
十
一
月
 
 

明
治
三
隼
六
月
 
 

東
磐
井
松
川
村
御
首
班
鈴
木
純
輯
 
 

借
家
組
頭
 
千
 
葉
 
鎚
 
戒
 
⑲
 
 

外
 
 
三
十
名
蓮
印
 
 



岩
手
大
草
攣
藍
畢
部
軒
究
年
報
第
二
巻
 
 

7
 
 

入
れ
て
和
解
し
、
名
手
の
屈
服
に
依
っ
て
解
決
を
見
た
。
戯
し
名
子
の
屈
服
は
一
 
 

時
的
で
ふ
∵
り
、
名
子
亀
併
有
権
確
得
運
動
は
止
な
か
つ
た
。
殊
に
寅
年
貢
の
墳
 
 

止
に
俵
．
る
檜
枚
は
名
子
の
経
営
に
墓
大
な
影
響
を
輿
へ
た
。
鈴
木
の
所
有
地
高
十
 
 

貫
囚
召
二
十
文
、
石
高
に
し
て
百
四
石
、
此
の
内
素
年
貢
高
八
十
七
石
一
斗
七
升
 
 

が
名
手
地
、
十
六
石
八
斗
三
升
が
地
頭
地
で
あ
つ
た
。
素
年
貢
地
は
高
十
石
の
税
 
 

8
 
 

率
金
三
歩
五
度
九
毛
で
車
高
の
約
三
分
の
一
で
あ
つ
た
。
名
子
鞄
は
三
十
一
・
名
の
 
 

名
手
が
卒
均
二
石
八
斗
一
升
の
割
で
経
脅
し
て
い
た
。
之
が
三
分
の
一
の
租
松
で
 
 

あ
る
か
ら
卒
高
に
換
算
す
る
と
高
四
石
七
斗
二
升
の
経
費
と
同
様
の
手
取
が
あ
つ
 
 

た
。
之
が
普
通
地
粗
と
な
れ
ば
生
計
の
維
持
は
不
可
能
に
近
か
つ
た
。
然
も
名
子
 
 

他
に
は
賦
接
が
あ
つ
た
か
ら
名
手
は
此
の
際
名
手
他
の
所
有
権
を
得
よ
う
と
し
、
 
 

名
子
宝
は
税
率
一
ぎ
素
年
貢
率
に
復
せ
ん
と
し
て
夫
々
願
に
運
動
し
た
が
何
れ
も
失
 
 

敗
し
、
名
子
は
名
手
主
に
屈
し
た
が
、
問
題
は
少
し
も
解
決
さ
れ
な
か
つ
た
。
 
 
 

誌
 
1
・
・
占
 
此
の
註
す
べ
て
松
川
村
鈴
木
文
書
 
 

五
六
、
五
七
、
六
て
五
九
、
五
八
、
五
四
、
八
六
 
五
三
、
五
五
、
六
〇
、
六
一
我
 
 

2
 
明
治
八
年
の
名
手
地
紛
寧
 
 
 

明
冶
八
年
の
土
地
改
革
、
地
租
改
正
の
嘗
施
に
貰
っ
て
名
手
他
の
併
有
樺
紛
争
 
 

が
再
燃
し
た
。
七
年
松
川
村
の
検
地
が
行
は
れ
る
や
、
鈴
木
は
名
手
鞄
全
部
一
曾
自
 
 

己
の
所
有
地
と
し
て
届
出
て
た
。
之
に
勤
し
て
名
手
は
名
子
地
の
所
有
樺
を
主
張
 
 

し
、
之
を
横
合
に
明
清
三
年
の
名
子
解
放
運
動
の
失
敗
を
回
復
せ
ん
と
し
、
同
八
 
 

年
名
手
三
十
一
名
連
名
し
て
名
手
地
所
有
権
壁
更
の
訴
を
起
し
た
。
そ
の
訴
状
に
 
 

l
 
 

依
れ
ば
、
 
 
 

「
（
前
略
）
往
昔
慶
長
二
年
度
妻
子
ヲ
連
グ
ル
壌
入
着
久
頼
宅
東
伯
終
夜
粕
詣
、
我
等
鈴
木
藤
 
 

七
八
 
 

三
郎
卜
中
庭
昏
浮
遊
身
、
聯
能
筆
餌
幼
貴
之
舶
依
筆
子
ヲ
銭
坂
汲
置
供
虚
、
至
テ
直
喪
ニ
≠
 
 
 

叉
秀
武
術
、
経
三
ケ
年
永
住
致
慶
謬
、
依
渦
望
村
吏
江
伺
、
吟
味
之
上
弟
子
共
ヨ
り
費
用
胡
 
 
 

韓
家
屋
螢
終
、
三
郎
右
衛
門
卜
改
名
農
籍
二
加
置
候
虚
、
元
利
元
年
有
故
三
郎
右
衛
門
家
内
 
 
 

ヲ
賛
成
之
者
英
機
籍
之
上
、
家
内
並
持
地
合
高
八
十
七
石
∵
斗
七
升
之
率
同
人
方
江
預
リ
 
 
 

ト
罷
成
、
三
郎
右
街
門
儀
品
番
り
農
卜
相
成
侠
二
付
、
白
犬
主
家
卜
任
期
作
之
儀
ハ
奮
釆
之
 
 
 

通
両
々
自
由
罷
在
、
租
税
等
少
々
 

年
名
子
之
者
共
別
家
等
仕
、
持
地
不
足
二
相
成
供
三
相
、
薔
仙
台
藩
（
中
略
）
知
行
高
（
中
略
）
 
 
 

等
男
講
、
澄
亦
高
之
儀
者
主
家
江
預
置
條
謬
之
鱒
二
有
才
、
勿
論
地
虎
男
受
護
券
等
所
持
梶
 
 
 

木
、
租
稔
之
義
着
地
肝
入
方
江
胡
約
居
．
前
代
三
太
夫
迄
主
微
互
二
顛
隔
心
毎
夜
、
常
純
輔
 
 
 

卜
相
成
色
々
顛
慈
乱
之
敢
扱
被
敦
供
待
井
、
主
人
之
儀
二
御
捧
候
得
者
無
数
方
固
守
梶
木
侠
 
 
 

虚
、
今
般
御
改
正
二
付
私
共
儀
毎
一
戸
柑
分
並
五
戸
主
ヱ
被
成
下
、
難
有
仕
合
肺
肝
二
探
撒
 
 
 

仕
仮
称
共
、
持
地
並
宅
地
等
迄
耗
輔
一
年
前
之
持
地
二
御
調
相
成
供
二
伸
．
叔
練
之
見
詰
証
 
 
 

州
立
心
痛
敷
居
棟
内
、
同
人
方
ヨ
リ
小
作
号
立
附
並
不
少
之
割
檜
ヲ
以
租
税
専
横
取
立
至
極
 
 
 

迷
惑
仕
、
依
純
輔
方
江
取
合
之
上
地
併
御
調
換
樹
上
、
配
地
仕
一
統
永
綾
仕
匪
考
耕
ヲ
以
同
 
 
 

人
江
相
談
致
備
虚
、
吏
二
不
聞
入
侯
（
中
略
）
其
上
宅
地
之
義
老
常
村
字
千
貫
森
ニ
テ
毎
一
 
 
 

人
反
別
五
畝
歩
宛
英
渡
瞬
間
同
併
江
可
引
移
卜
申
渡
英
俵
棟
被
巾
供
由
、
被
弗
噺
供
間
、
宅
 
 
 

地
之
偽
者
素
ヨ
リ
私
共
住
居
之
持
地
二
御
座
候
待
人
立
険
卜
中
儀
吏
二
無
御
座
諾
卜
存
條
得
 
 
 

考
紺
輔
之
持
地
二
御
調
相
成
供
上
着
共
撃
一
罷
在
候
テ
ハ
本
慶
永
任
之
目
途
吏
二
顛
御
掩
 
 
 

（
中
略
）
私
共
三
十
一
名
之
内
十
七
名
之
者
共
ハ
迫
年
男
受
地
反
別
三
丁
二
反
八
畝
十
九
歩
 
 
 

之
虔
 
買
主
切
持
地
二
御
調
相
成
供
符
ト
モ
、
家
式
細
粒
之
見
詰
二
可
相
立
程
ニ
モ
無
御
 
 
 

座
、
十
四
名
之
者
共
持
地
無
之
者
共
一
統
生
活
之
基
本
丑
瀾
立
儀
二
御
座
候
問
、
右
地
所
之
 
 
 

内
前
段
中
上
條
通
、
高
八
十
七
右
一
斗
七
升
之
虚
ハ
私
共
、
免
租
ヨ
リ
之
持
地
ト
音
俸
候
得
 
 
 

共
、
是
迄
主
家
卜
仕
居
候
儀
二
俣
得
ハ
私
共
二
不
限
、
純
輔
方
江
モ
配
地
ヲ
以
御
調
換
罷
成
 
 
 

礫
硫
被
成
下
虔
泰
歎
願
候
（
下
略
）
」
 
 

之
に
依
れ
ば
鈴
木
の
尭
組
が
此
に
流
浪
し
て
兼
た
餅
迄
は
一
應
考
へ
ら
れ
る
 
 

が
、
実
に
土
地
を
預
る
理
由
は
甚
だ
不
合
理
で
あ
り
、
名
手
地
を
名
子
の
併
有
地
 
 

と
主
張
す
る
点
も
明
藤
・
で
な
い
。
只
名
子
他
の
静
耐
積
八
十
七
石
余
に
て
、
三
十
 
 
 



一
名
の
中
十
七
名
の
名
手
が
三
町
二
反
八
執
の
土
地
藍
貝
か
名
子
鞄
以
外
に
経
費
 
 

し
て
い
た
事
が
知
ら
れ
る
ら
之
に
勤
し
て
相
良
は
両
者
の
和
解
に
努
め
た
が
、
鈴
 
 

れ
り
 
 

木
軋
t
 
 

一
、
特
高
八
十
七
石
一
斗
七
升
は
駕
素
望
見
地
で
高
一
右
に
付
入
十
一
錮
二
厘
五
毛
、
高
十
 
 

七
石
二
升
は
空
口
同
で
三
十
一
人
の
名
手
に
三
分
の
一
の
安
散
由
（
小
作
）
で
経
営
さ
せ
て
 
 

い
た
事
 
 
 

二
、
名
子
が
猶
立
人
頭
と
な
れ
ば
名
子
地
は
な
く
、
鰊
に
訴
煩
し
て
も
無
駄
な
事
 
 
 

三
、
名
手
が
密
訴
す
る
か
ら
千
貰
柑
に
移
住
を
命
じ
た
が
、
急
の
移
住
は
困
る
だ
ら
う
か
ら
 
 

見
合
せ
て
い
る
事
 
 
 

四
、
宅
地
を
薯
受
度
い
希
望
で
あ
る
か
ら
一
淫
之
上
を
輿
へ
る
事
に
し
た
事
 
 
 

五
、
素
年
式
が
乎
高
と
な
り
、
地
租
が
檜
卸
し
た
の
で
普
通
小
作
と
し
た
所
、
小
作
地
の
所
 
 

有
擢
を
主
張
す
る
■
か
ら
、
小
作
地
分
輿
を
拒
絶
し
た
事
 
 
 

大
、
名
子
地
の
所
有
経
を
主
張
す
る
な
ら
宅
地
も
分
興
し
な
い
事
 
 
 

七
、
給
併
三
反
歩
宛
の
分
配
、
宅
地
∵
山
林
の
安
散
田
煩
は
承
知
招
来
な
い
。
 
 

旨
一
ざ
主
張
し
譲
歩
し
な
小
切
で
、
名
手
は
同
年
十
一
月
磐
井
願
に
出
詳
し
、
名
子
 
 

地
貯
有
鰭
確
認
を
主
張
し
、
証
壕
と
し
て
正
徳
二
年
の
古
文
書
を
提
出
し
た
っ
 
 

高
 
預
 
護
 
文
 
之
 
事
 
 
 

一
預
高
一
官
蚕
一
一
十
文
 
 

内
 
円
代
六
宵
五
十
文
 
 

糊
代
四
官
七
十
文
 
 

右
之
通
り
先
年
内
之
者
指
置
之
田
畑
地
二
供
庭
内
者
抒
高
二
刑
入
儀
不
罷
成
敗
二
伸
、
我
 
 
 

等
持
高
二
預
り
詑
申
候
、
御
年
貢
諸
役
之
儀
ハ
不
及
申
、
高
役
諸
色
其
方
孝
一
被
申
事
、
 
 
 

尤
高
何
時
成
共
防
手
次
第
三
晶
分
可
申
候
、
高
預
り
始
末
如
斯
御
座
候
、
如
件
 
 
 

鈴
木
三
郎
右
衛
門
印
 
 

一
正
徳
二
辰
年
三
月
 
 

輿
三
郎
 
 

摘
平
治
殴
 
 

仙
台
藩
松
川
村
鈴
木
家
む
名
子
制
度
 
（
森
）
 
 
 

之
に
地
肝
入
か
ら
の
受
取
証
の
竃
を
添
へ
、
「
十
九
名
君
共
持
砲
二
御
座
候
、
 
 

然
ル
テ
昨
七
年
地
券
御
改
之
瑚
一
度
之
達
モ
ナ
ク
、
着
地
併
一
字
純
助
一
入
之
持
 
 

地
二
地
歩
御
取
調
三
和
成
驚
入
、
同
人
方
江
掛
合
及
侯
度
毎
不
分
之
事
共
機
中
立
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
伺
 
 

拉
モ
相
野
二
及
乗
無
援
出
講
」
し
た
。
之
に
勤
し
て
鈴
木
は
「
証
書
差
入
置
其
俵
自
 
 

由
致
し
候
段
停
承
不
仕
嘩
‥
…
持
高
十
貴
国
百
十
丸
文
ニ
テ
慶
安
五
年
十
二
月
十
 
 

日
ヨ
リ
畑
八
貫
五
石
九
十
文
之
慶
、
伊
達
義
之
御
芙
蓉
ト
シ
テ
須
年
貫
二
被
立
下
 
 

追
而
ハ
持
地
志
皆
之
分
正
徳
五
年
十
二
月
十
一
目
之
出
願
デ
ブ
、
享
保
元
年
十
月
 
 

四
日
語
調
役
御
免
詐
相
成
、
右
テ
以
上
姉
御
同
属
指
令
之
上
譜
代
之
名
手
卜
稀
シ
 
 

三
十
一
名
テ
召
抱
御
軍
用
御
備
二
村
護
彗
挙
党
小
作
人
卜
致
シ
扶
助
之
手
堅
籠
 
 

5
 
 

在
、
非
常
之
都
度
夫
形
御
川
ニ
モ
相
成
居
候
」
と
十
工
張
し
て
譲
ら
す
紛
寧
を
績
け
 
 

た
。
然
る
捏
几
年
四
月
深
場
人
曾
地
利
用
に
関
し
て
名
手
か
ら
鈴
木
豪
に
牒
入
か
 
 

ハ
り
 
 

行
は
れ
た
。
 
 

「
今
般
御
持
出
反
別
御
竿
入
御
検
査
用
成
楳
こ
付
、
農
大
之
御
持
山
二
倍
得
は
地
租
御
上
 
 

納
逐
々
御
迷
惑
可
被
残
雪
依
而
ほ
遮
断
野
山
之
分
並
小
柴
立
雑
木
立
木
之
鹿
ハ
過
半
村
 
 

持
山
二
御
調
換
可
被
成
躍
、
御
吟
味
之
段
奉
承
知
餅
、
有
様
被
成
下
俄
雨
ハ
他
紐
皮
も
入
 
 

合
縦
横
被
刈
淑
、
私
北
ハ
名
々
篤
郎
繹
養
方
二
困
却
仕
、
自
給
封
恵
も
行
届
兼
備
義
と
歎
敷
 
 
 

寿
存
供
間
、
何
卒
是
迄
之
彗
空
事
御
持
出
三
和
調
鴇
成
鱗
上
、
礼
典
も
御
分
輿
禎
成
 
 

下
鑑
管
只
奉
懇
頗
供
、
就
再
ハ
此
度
御
竿
入
方
諸
入
費
一
宇
私
共
二
面
和
招
可
申
侠
、
尤
 
 

地
租
之
義
綻
令
何
程
和
装
條
共
利
達
背
中
上
間
数
候
義
春
腰
上
供
嘩
 
（
中
略
）
山
頼
加
 
 

法
之
節
ハ
縦
令
雷
光
身
代
限
り
等
二
罷
成
條
北
ハ
制
御
恨
中
上
間
数
條
、
 
 
 

一
、
野
山
枯
場
之
義
ハ
何
方
オ
何
方
迄
何
十
何
丁
二
御
調
罷
成
被
榔
波
條
ハ
、
、
御
手
元
 
 

綴
御
入
用
之
分
ハ
加
藤
二
両
右
之
内
何
方
二
両
も
御
勝
手
次
第
御
刈
撮
可
成
下
僚
 
 
 

一
、
従
前
私
共
名
々
江
御
貸
被
下
條
山
鹿
繭
手
元
榛
御
目
由
之
出
所
江
入
合
髭
有
二
伸
、
 
 

今
般
御
改
革
何
方
江
か
打
寄
一
撃
一
両
御
分
奥
之
御
吟
味
も
承
知
仕
醗
所
 
此
義
は
何
 
 

れ
共
依
穐
前
之
撃
－
面
被
下
笹
條
棟
素
数
朗
供
、
如
願
被
成
下
條
ハ
、
以
後
私
共
方
二
 
 

七
九
 
 
 



岩
手
大
草
草
薮
学
部
折
究
年
報
第
二
春
 
 

雨
名
々
厳
に
制
遣
仕
吃
慶
成
木
相
成
供
棟
可
仕
儀
、
万
一
此
末
縦
令
木
一
本
二
而
も
盗
 
 

伐
敦
條
者
御
座
候
ハ
、
、
共
著
江
御
分
輿
之
山
所
被
召
上
候
典
例
違
背
中
上
間
数
僻
 
 

ん
 
（
下
略
）
 
 

と
云
ひ
、
秩
場
確
保
に
は
完
全
に
屈
撤
し
て
い
る
。
之
は
名
子
経
費
が
自
給
型
役
 
 

畜
農
業
で
ぁ
う
、
そ
の
焉
に
株
場
人
骨
地
が
不
可
欠
の
株
件
で
あ
つ
た
事
を
示
し
 
 

（第五表） 名 子 地 謡 興 表（明清十年四月）  

譲異人   鈴 木 龍 玄  

て
九
年
和
解
か
行
は
れ
た
。
即
ち
 
 
 

「
謹
券
之
義
ほ
数
百
牛
木
之
事
二
面
虞
悔
列
盆
不
致
供
得
共
、
前
期
之
地
所
牛
高
被
分
下
 
 
 

供
二
伸
両
は
、
右
地
二
伸
何
様
之
番
数
等
御
座
候
候
共
向
後
音
階
不
中
上
候
、
且
御
先
代
 
 
 

甘
世
々
蒙
御
恩
洋
共
上
昨
年
中
宅
地
耕
地
山
林
等
分
割
被
下
置
供
義
も
有
之
、
私
共
ハ
不
 
 

て
い
る
っ
然
る
に
岩
井
腰
 
 
の
廃
 
 
 

7
 
 
 

（
 
 

O
 
n
は
 
 

八
〇
 
 
 

合
、
鈴
木
統
轄
の
死
亡
に
依
り
、
紛
寧
は
急
韓
し
 
 



及
申
、
後
代
三
宝
迄
御
匪
意
可
不
奉
忘
、
役
衆
之
通
勤
上
供
様
可
仕
（
下
略
）
 
 

0
0
 
 

と
和
解
し
、
次
の
細
く
譲
渡
す
る
事
と
な
つ
た
。
 
 

地
 
肝
 
議
 
輿
 
謹
 
書
 
 

字
岩
ノ
下
官
十
番
三
反
四
畝
廿
五
卜
之
内
 
 
 

一
相
反
別
五
畝
七
卜
 
 

此
収
穫
大
豆
二
斗
一
升
三
合
 
 

此
地
償
金
三
国
六
十
三
餞
九
履
 
 

此
改
租
金
九
成
一
り
 
 
 

字
四
官
八
番
式
反
三
七
十
五
卜
之
内
 
 
 

一
相
反
別
五
畝
九
卜
 
 

此
収
穫
大
豆
三
斗
一
升
式
合
 
 

此
地
償
金
五
園
三
十
三
餞
 
 
 

（第六表）申合相働定約雇表（明治十一年）  

仙
台
藩
松
川
村
鈴
木
家
の
名
子
御
慶
 
（
森
）
 
 
 

錮名子  
ロ  可」千葉慧松  －トト  

ロ  43lll阿醐之丞  

千葉鋭蔵  1l25巨恒静佐  

ロ  34トい咽市太郎  

ロ  ・－－‖略路五郎  

ロ  一－H千葉吉之丞  1トト  

ロ  25卜l佐藤清七  

千葉東㌢い巨1ト恒産四只  

1125！－l千葉五郎太  

ロ  61日千葉長調  

「可「高村  

25‖千葉久造  

2  52孟l31千艶七  1トト  

伸l－l千葉旗竿   1トト  

61トl千葉兵書   1、トj－  

52＝   

備考 鈴木文書 64戟  

此  此
改
粗
金
十
三
餞
三
り
 
 

有
口
々
之
適
意
輿
之
儀
之
父
純
助
代
定
約
番
有
之
二
伸
、
今
般
盛
典
供
問
自
今
持
地
二
可
 
 

被
成
、
尤
着
地
よ
り
出
候
諸
物
傘
琴
ハ
常
時
厨
期
限
無
碍
可
被
相
成
侯
、
右
地
二
伸
何
方
 
 

倉
も
出
入
美
女
顛
之
僕
二
伸
御
紙
貼
用
之
上
戸
長
殿
奥
印
相
受
詮
普
如
件
 

第
十
五
大
底
十
小
区
松
川
村
 
 

明
治
十
年
四
月
 
 

前
書
地
所
議
輿
鹿
頗
出
ニ
、
付
、
判
印
峡
江
記
載
之
上
奥
書
印
致
置
者
也
 
 

同
村
譲
受
人
 
 
 

千
葉
助
蔵
殿
 
 

明
治
十
年
由
月
 
 

之
学
名
子
全
体
に
就
い
て
見
る
に
（
第
五
表
）
一
戸
営
三
反
 
 

九
畝
十
七
歩
、
主
と
し
て
畑
で
あ
云
∴
m
は
四
人
に
一
反
四
畝
を
 
 

譲
渡
し
主
に
過
ぎ
た
い
．
。
宅
地
は
十
五
人
だ
け
に
卒
均
七
畝
二
 
 

歩
を
譲
渡
し
、
之
に
依
っ
て
鈴
木
は
併
有
耕
地
の
三
分
の
二
を
 
 

薗
名
子
に
分
興
し
た
。
翌
十
一
年
に
は
墓
所
並
に
朽
干
場
を
貸
 
 

興
し
、
そ
の
恩
撒
と
し
て
第
六
表
の
細
く
賦
役
を
約
し
た
。
墓
 
 

所
借
受
に
勤
す
る
年
一
日
の
脇
役
は
兎
も
角
、
稲
干
場
の
借
入
 
 

に
射
す
る
賦
役
の
差
の
甚
し
く
、
然
も
年
に
二
週
間
内
外
の
利
 
 

用
に
射
す
る
賦
役
と
し
て
は
過
大
に
過
ぎ
る
の
は
如
何
な
る
意
 
 

味
か
、
之
が
耕
地
の
譲
渡
と
関
係
が
あ
る
と
し
て
も
之
を
賞
担
 
 

し
な
い
者
も
あ
る
の
に
三
十
」
名
連
帯
責
任
と
あ
り
明
ら
か
で
 
 

八
一
 
 
 

第
十
五
大
憧
七
番
扱
併
 
 
 

副
戸
長
 
松
 
M
軋
 
精
一
†
 
⑳
 
 

感
興
人
 
 
鈴
 
木
 
龍
 
玄
 
 

伍
 
長
 
 
鈴
 
木
 
卯
三
郎
 
 

組
惣
代
 
 

松
 
川
 
澄
 
渡
 
⑳
 
 

⑳ ⑳  
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な
い
？
之
に
は
次
の
一
札
が
前
書
と
な
つ
て
い
る
可
 
 

申
合
相
働
定
約
芳
書
 
 
 

私
共
今
般
地
租
某
所
御
借
請
之
偽
者
勿
論
宿
干
場
三
十
一
名
共
二
御
井
倍
仕
候
陸
正
也
、
其
 
 
 

恩
絶
と
し
て
前
言
中
上
供
通
御
働
上
供
儀
も
正
也
、
若
又
右
定
約
相
洩
不
働
者
有
之
供
ハ
 
 
 

＼
伍
長
主
立
二
相
成
三
十
一
名
、
吟
味
仕
胡
貴
殿
二
御
守
勢
粕
懸
中
間
敷
、
朋
両
名
後
日
 
 
 

之
伍
長
連
印
ヲ
以
定
約
諾
書
中
上
供
己
上
 

明
治
十
一
年
 
 

寅
 
 一

月
廿
 
日
 
 

明
治
十
五
年
に
は
懸
案
の
称
揚
入
 
 

（第七表）  

名子に讃激し山林表（明治十五年）  

譲人 鈴木龍玄  地
餅
譲
受
 
二
 
付
請
書
 
 

束
磐
井
郡
松
川
村
四
十
九
番
地
 
 

譲
受
人
 
 
千
 
葉
 
長
 
音
 
⑳
 
 

名手【芸り芸霊；芳忘闘志扇蓋   

千葉菊治】ぷ9l■12品8i2芸1ト5蓑   

千葉銀赦187・23】85・9l71・17i〝   

千葉儀助l－t208・3l72・28箋 〝   
‾  

千葉長太可 丁蒜妄1完司 〝   

千葉長吉 j．81・9ll12・25‡〝l 〝   

千葉五郎太j 90・0い03・19F り 〝   

佐藤元可120・27篭 72，26箋 〝j 〝   

佐藤末蔵い7・241174・9l〝lヶ   

千葉吉之丞」－l188・8l〝l 〝   

佐藤太三可 8・19l273・27l〝l〝   

千葉専左衛珂 50・18い17・7l〝l〃   

千葉雛可 39・155145・19l〝iモ   

千葉喜東可 42・0，l12叫 〝i〝   

千葉富治－ 57・22い0981〝t 〝   

阿部民治f 9・10い80・21】〝】〝   

佐藤永埼l97・4l92・13】〝l〝   

千葉兼吉IA3・14l188・20l〝l〝   

佐藤忠太夫l－】174・29l〝f  〝   

佐準富可「 

議忠兵可 一巨67・11－l   

千野之助l－f16叫 71・17l152・2   
千葉豊松l94・2！83・9l〝1〝   

石川又平136・23い70・281T「㌃   

阿部源之丞い24・28ト拙斗 〝I〝   

阿部佐平治い6l・1‡ －i〝」〝   
阿部甚五可122・Ol50・Ol〝f  〝   

計i333・1‡．3626・25い741・10】3670・t2   
備考 鈴木文書 85洗  

曾  
鞄  
の  

分・  
興  
が  
行  
は  
れ  

御
借
受
人
伍
長
 
 

阿
 
部
 
繭
 
 

外  

た ＝  
・・い・二l：  

名 松   
達  
印 ⑳  

右
ハ
免
租
ヨ
リ
自
由
山
ノ
名
覇
ヲ
以
テ
前
記
載
之
地
所
御
預
り
相
成
居
候
虚
、
今
般
御
仁
馳
 
 

字
岩
ノ
下
山
大
番
ノ
内
一
ノ
内
 
 

一
、
山
七
反
七
畝
廿
式
歩
 
 

字
同
五
番
ノ
内
 
 

二
山
三
畝
十
七
歩
 
 

字
同
二
番
ノ
内
 
 

て
山
七
反
十
大
歩
 
 

字
同
八
番
ノ
内
 
 

一
、
山
四
反
式
畝
九
歩
 
 

字
深
堀
山
八
番
ノ
二
 
 

一
、
柴
山
七
町
一
畝
十
七
歩
 
 

字
岩
ノ
下
山
 
 

一
、
山
十
五
町
式
畝
廿
八
歩
 
 

慧
 
 

竹
林
 
前
同
断
 
 

土
手
ノ
外
新
二
 
 

頂
戴
ノ
分
 
 
 

小
山
澤
前
同
断
 
 

三
十
二
名
へ
配
地
ノ
分
 
 
 

三
十
三
名
二
入
倉
林
場
 
 

二
被
成
下
分
 
 



之
を
要
す
る
に
鈴
木
家
は
中
世
以
来
の
鎌
倉
御
家
人
の
後
に
し
て
、
戦
国
別
に
 
 

敗
戦
し
諸
幽
を
流
浪
し
て
い
た
が
、
東
磐
井
郡
松
川
柑
に
土
着
し
、
葛
西
、
伊
達
 
 

氏
に
麗
し
て
家
を
起
し
た
。
藩
政
確
立
後
は
郷
士
と
し
て
土
着
し
、
免
租
の
功
と
 
 

一
旦
緩
急
有
れ
ば
参
降
す
る
健
件
で
所
有
地
の
諸
税
を
減
免
さ
れ
、
多
数
の
従
士
 
 

を
名
子
と
し
て
隷
農
経
費
を
行
つ
た
。
即
ち
十
貫
文
内
外
の
耕
地
に
石
工
ハ
七
十
人
 
 

の
名
子
家
族
を
使
役
出
座
た
の
は
此
の
耕
地
が
素
年
貢
地
で
あ
つ
た
事
に
基
因
し
 
 

て
い
る
。
更
に
土
着
以
来
東
山
地
方
の
金
山
大
肝
煎
と
し
て
産
金
支
配
に
常
り
、
 
 

中
頃
杉
、
漆
等
の
育
成
に
努
め
、
産
業
振
興
の
中
核
と
し
て
重
き
を
な
し
た
。
肝
 
 

仙
台
藩
松
川
村
鈴
木
家
の
名
子
制
度
 
森
 
 

千
 
葉
 
礪
次
郎
 
⑳
 
 

鈴
木
寵
玄
殿
 
 
 

之
を
練
括
的
に
見
る
と
一
戸
営
平
均
四
町
一
反
五
畝
の
山
林
を
譲
渡
さ
れ
名
子
 
 

の
経
済
的
解
放
は
完
成
さ
れ
た
。
（
弟
七
表
）
然
し
主
従
的
身
分
関
係
は
己
然
と
 
 

し
て
解
消
せ
や
、
封
建
制
残
留
の
】
因
と
な
つ
た
。
 
 

誅
1
－
1
0
迄
松
川
、
鈴
木
文
筆
八
〇
、
八
一
、
一
〇
一
、
七
七
、
六
二
、
七
八
、
七
九
、
 
 

六
四
、
八
四
教
 
 

ノ
御
詮
議
ヲ
以
テ
平
均
割
二
被
成
下
、
地
所
足
シ
加
二
無
代
慣
ニ
テ
讃
受
侯
段
誠
二
難
有
仕
 
 

合
子
々
孫
々
迄
忘
却
不
仕
供
、
自
今
貴
殿
持
山
ニ
テ
伐
木
等
ハ
吏
二
不
仕
倹
、
方
二
返
犯
仕
 
 

侠
節
ハ
前
記
譲
受
地
所
異
儀
不
申
、
地
券
書
換
出
願
之
上
御
返
却
可
仕
侯
、
此
旨
子
孫
迄
竪
 
 

ク
申
博
置
條
、
悠
後
日
親
類
保
護
達
印
ヲ
以
テ
一
札
如
件
 
 

明
治
十
五
年
 
 

六
月
十
五
日
 
 

有
 
 
 

保
話
人
 
 千

 
葉
 
長
 
吉
 
⑳
 
 

有
地
育
四
石
の
中
四
分
の
三
は
名
子
と
し
、
安
散
田
と
し
て
普
通
小
作
の
三
分
の
 
 

一
位
の
小
作
料
で
経
脅
せ
し
め
、
屋
敷
を
賃
興
し
、
必
要
に
應
じ
て
名
子
雇
を
後
 
 

援
し
、
三
十
石
内
外
の
名
手
主
地
の
経
営
や
雑
用
に
利
用
し
た
。
そ
の
名
手
中
に
 
 

は
戦
国
期
以
魔
の
碓
士
、
難
民
を
救
済
的
に
名
子
と
し
た
者
、
親
戚
を
名
子
と
し
 
 

た
者
が
あ
つ
た
。
享
保
十
年
頃
に
は
既
に
二
十
戸
の
名
手
が
あ
り
、
同
十
一
年
に
 
 

は
十
戸
の
新
名
手
を
碓
魔
の
名
子
よ
り
分
家
濁
立
せ
し
め
、
文
化
十
】
年
頃
に
は
 
 

三
十
戸
と
な
り
、
明
治
初
年
に
は
三
十
一
戸
、
家
族
数
至
ハ
七
十
人
を
有
し
．
之
 
 

を
使
役
す
る
に
至
っ
た
。
名
子
地
に
は
恩
給
地
、
安
散
田
粗
肴
り
、
植
利
内
容
は
 
 

明
ら
か
で
な
い
が
、
所
謂
郷
士
的
家
人
名
子
、
奉
公
人
的
譜
第
名
子
、
政
令
時
政
 
 

他
名
子
、
名
子
分
家
等
が
あ
つ
た
。
従
っ
て
明
治
初
年
の
土
地
改
革
を
中
心
に
名
 
 

手
地
を
廻
っ
て
大
紛
寧
を
生
ず
る
事
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
明
治
初
年
素
年
貢
制
 
 

慶
止
さ
れ
地
租
が
三
倍
に
檜
如
し
た
の
で
寄
紬
な
名
子
地
経
螢
が
国
雄
と
な
つ
 
 

た
。
地
頭
は
頻
り
に
碓
凍
の
特
樺
を
説
い
て
減
免
運
動
を
起
し
た
が
成
功
せ
す
、
 
 

名
手
は
身
分
解
放
と
共
に
名
子
地
の
併
有
樺
を
主
張
し
、
確
得
遅
動
を
展
開
し
た
 
 

が
、
地
頭
は
之
を
排
撃
し
て
譲
ら
す
紛
争
を
清
け
た
。
名
子
は
再
三
敗
亡
の
苦
難
 
 

を
嘗
め
た
が
、
十
五
年
に
至
っ
て
名
子
地
並
に
山
林
原
野
の
配
分
を
受
け
経
済
濁
 
 

立
に
成
功
し
た
。
然
し
そ
の
代
償
と
し
て
永
く
賦
役
七
負
担
す
る
事
と
な
り
、
封
 
 

建
的
主
従
関
係
を
存
漬
す
る
基
本
的
條
件
を
残
留
す
る
事
と
な
つ
た
。
之
に
依
っ
 
 

て
地
頭
は
多
量
の
不
沸
労
働
を
確
保
し
て
経
費
を
有
利
に
展
開
し
た
に
反
し
、
名
 
 

子
は
隷
農
経
塵
の
域
を
脱
す
る
事
が
出
座
な
い
事
と
な
つ
た
。
 
 
 




